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はじめに 

 

 背景 

本市では、平成 18年 3月に、「杜の都のまちなか自転車プラン～仙台都心部自転

車利用環境基本計画～」（以下、旧プラン）を策定し、都心部における自転車利用環

境向上に向け、走行環境整備、駐輪環境整備、及びルール・マナーの啓発を中心に、

各関係機関が連携して取り組んできた。 

しかし近年、地球環境問題や健康志向、東日本大震災、新型コロナウイルス感染症

などを背景とし、自転車の利用が増加しており、これに合わせ、ルール無視やマナー

欠如による危険な自転車利用が問題となっている。  

一方、コミュニティサイクルなどの新しい自転車利用の試みが全国各地で行われて

いるほか、これまで自動車優先だった道路を歩行者や自転車に優しいものへ再構成す

る機運が高まるなど、自転車を取り巻く環境も大きく変化している。 

そのような中、国土交通省道路局及び警察庁交通局は、自転車ネットワーク計画の

作成やその整備、通行ルールの徹底等を進めるため「安全で快適な自転車利用環境創

出ガイドライン」（以下「国のガイドライン」）を平成 24年 11月に策定、その

後、全国的に自転車ネットワーク計画策定が進んでいないことや、空間的制約、合意

形成がネックとなり車道上の自転車通行空間整備が進んでいない実態を踏まえ、平成

28年 7月に一部改定が行われた。 

これらの動向を踏まえ、本市では「杜の都の自転車プラン～仙台市自転車利用環境

総合計画～」を平成２５年７月に策定、「杜の都の自転車プラン後期実施計画」を平

成２９年３月に策定、「仙台市自転車の安全な利活用推進計画」を令和３年３月に策

定し、自転車利用環境の整備に向けた取り組みを推進している。 

 

本ガイドラインは、このような背景を踏まえ、本市における自転車利用環境の整備

を行うにあたり、国のガイドラインによる自転車通行空間の整備方針を取り入れつ

つ、自転車の通行位置や通行ルールを示す基本的なツールとなる法定外表示に関する

デザイン、仕様、設置の標準的な考え方についてまとめたものとなっている。 

 

本ガイドラインに基づき自転車通行空間を整備することにより、市民の誰もがわか

りやすく安全に利用できる自転車利用環境の形成を目指していく。 
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１. ガイドライン策定の目的 

 

法定外表示は、法定の道路標識等による交通規制の効果を明確にし、運転者に対して道

路の状況又は交通の特性に関する注意喚起を行うなど、交通の安全と円滑に資することを

目的として設置が行われている。 

本市においては現在、歩行者や自転車利用者が正しい通行方法によらず通行している状

況が見られており、その原因の 1つとして、交通規制の状況が分かりにくいことが考えら

れる。 

このような状況を踏まえ、自転車通行空間の整備において、法定表示に加え、本市にお

ける統一した法定外表示を設置することにより、正しい通行方法を周知し、より一層の交

通の安全と円滑化を図ることを目的とし、策定するものである。 
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【表 １-１】各整備手法における法定表示の有無 

整備手法 現況事例写真 
標識及び 

標示の種類 

法定表示の有無 

道路標識 道路標示 

(1)自転車道 

 

自転車専用 

 

無 

(2)自転車専用 

通行帯 

 

専用通行帯 

  

(３)車道混在 

 

― 無 無 

     

＜参考＞ 

自転車歩行 

者道 

（自転車歩行

者道内での分

離及びゆっく

り走行の対

策） 

 

普通自転車

歩道通行可 

  

 
通行部分

指定 
無 
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２. ガイドラインの位置付け 

本ガイドラインは、令和３年 3月策定の「仙台市自転車の安全な利活用推進計画」に基

づき実施する、法定外表示（自転車利用者等への注意喚起や案内誘導サイン等）の設置に

係る、本市における統一した方針を定めるものである。 

なお、今後は、本ガイドラインに基づき「仙台市道路整備に関する要綱基準集」を改正

し、整備を推進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自転車通行空間における法定外表示ガイドライン」 

「仙台市道路整備に関する要綱基準集」に反映 

「仙台市自転車の安全な利活用推進計画」 

基準集に基づく整備 
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３. 自転車通行空間における法定外表示の設置方針 

 

自転車通行空間の整備において、以下のとおり法定外表示を設置していく。 

なお、本設置方針は、「国のガイドライン」を参考とし、「法定外表示等の設置指針に

ついて（警察庁通達）」との整合を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 ３-１】自転車通行空間の整備手法検討フロー 

  

※自転車通行空間は、①～③の形態による整備を原則とする。 

※「やむを得ない場合」とは、整備路線のうち、部分的に必要幅員を確保できない場合をいう。 

※アーケードとの交差部など、歩行者交通量が多く、歩行者との接触が懸念される区間については、 

路線の一部を降車区間とすることを検討する。 

※道路管理者と交通管理者の協議、地域の特性や要望等を踏まえ整備手法を決定する（荷捌き車や 

路上駐車など）。 

※新設・改築の場合は、道路構造令に基づき設計する。（５．参考資料 1 「自転車通行帯に関する 

道路構造令の改正の概要等について」） 

(1)規制速度50km/h超

(4)自転車レーン1.5m
（やむを得ない場合1.0m）
以上確保できる

(2)自転車道2.0m
（やむを得ない場
合は1.5m）以上確
保できる

(3)規制速度40km/h超，
または，自動車交通量
4,000台/日超

①自転 車 道 ②自転車専用通行帯 ③車道 混 在

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ いいえ

いいえ
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(1) 自転車道 

・道路断面の構成を検討し、路肩幅員が原則 2.0m 以上（やむをえない場合 1.5m以

上）確保できる場合に整備 

・自転車道は一方通行化を基本 

（沿道の地域住民、自転車利用者等の理解が得られにくい場合は、地域特性や地元の要

望を踏まえ、道路管理者と交通管理者の協議のうえ整備手法を決定） 

・原則青系色のカラー舗装 

（青葉通など、景観に配慮が必要な路線の色彩については、仙台市歩行者系案内誘導サ

イン等基本方針に基づくものとし、必要に応じて所管課と協議する） 

・自転車のピクトグラム（図 3-3）を設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真 3-1】青系色の自転車道整備事例 

（市道中央一丁目西宮城野線） 

【写真 3-2】青系色以外の自転車道整備事例 

（市道宮城野通線） 

【図 ３-２】自転車道の整備イメージ 

 
 

0.75m 

2.55m
 

【図 ３-３】自転車のピクトグラム 



6 
 

(2) 自転車専用通行帯（自転車レーン） 

・道路断面の構成を検討し、路肩幅員が原則 1.5m 以上（やむをえない場合 1.0m以

上）確保できる場合に整備 

・自転車専用通行帯の幅の一部に青系色の帯状の路面表示（W=0.3ｍ）を設置 

・自転車のピクトグラム（図 3-3）を設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【写真 3-3】青系色の自転車専用通行帯整備事例 

（市道宮町通線） 

【図 ３-４】自転車専用通行帯の整備イメージ 

※ 白線及び「自転車専用」の路面標示

は公安委員会が設置主体。 

 

0.3m 
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(3) 車道混在（自動車と自転車の混在空間） 

 

(３)-1 単路部（車道） 

・自動車の速度が低く自動車交通量が少ない道路で、自転車専用通行帯の幅員が確保で

きない場合に、車道を自動車と自転車の混在空間として整備 

・矢羽根型路面表示及び自転車のピクトグラム（図 3-3）を設置 

・矢羽根型路面表示は路肩内若しくは第一車線上に設置 

（矢羽根型路面表示が外側線と重なる場合は、外側線を矢羽根型路面表示の上に再設

置） 

・夜間の自転車交通量の多い箇所や夜間の自転車事故が多発している箇所などは、視認

性向上策として右側上部の縁に白線を設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【写真 3-4】矢羽根型路面表示設置の事例 

（市道宮町通線） 
【図 ３-７】車道混在（単路部）の整備イメージ 

【図 ３-６】夜間の視認性向上のイメージ 

法定外路面表示 

法定外路面表示  

 

 

 

縁に「白線（高輝度タイプが望ましい）」を設置 

【図 ３-５】矢羽根型路面表示 
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(３)-2 交差点部（車道） 

・自動車と自転車の交錯が多く、事故が起きやすい交差点部等では、矢羽根型路面表示

を単路部より密に設置 

・自転車のピクトグラム（図 3-3）は、交差点部の前後に設置 

 

【一般的な交差点】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【細街路等の交差点】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)-3 その他（車道） 

・矢羽根型路面表示の設置が難しい路線については、自転車の通行方向を示す自転車の

ピクトグラム（図 3-3）を交差点の前後など自転車が進入してくる箇所に設置 

 

【写真 3-5】矢羽根型路面表示設置の事例 

（市道宮町通線交差点)） 

【図 ３-８】車道混在（交差点部）の整備イメージ 
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４. 自転車歩行者道の活用（参考） 

 

道路の利用状況等に応じて、やむを得ず自転車歩行者道を活用せざるをえない場合は、以

下を参考に整備する。整備に際しては道路管理者と交通管理者の協議、地域の特性や要望

を踏まえる等、十分に事前検討する。 

(1) 自転車歩行者道内での分離 

・自転車歩行者道のうち、有効幅員が 4.0m 以上確保できる場合、自転車の通行部分と

して幅員 2.0m で整備 

・自転車歩行者道において、自転車の通行位置を視覚的に明示する 

・自転車通行部分は原則ベンガラ色のカラー舗装とする 

（景観に配慮した整備をする場合は、これによらなくともよいものとする） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【写真 4-1】ベンガラ舗装以外の視覚分離の事例 

（国道 286 号） 

【写真 4-2】ベンガラ舗装による視覚分離の事例 

（市道富沢山田線） 

※ 白線及び「自転車マーク」の路面標

示は公安委員会が設置主体。 

【図４-１】自転車歩行者道（視覚分離）の整備イメージ 

 

 

 

自転車の通行位置 

の明示 

自転車の通行位置の明示 
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(2) ゆっくり走行の対策 

【徐行】 

・自転車歩行者道のうち、有効幅員が 4.0m 以上確保できず、歩行者と自転車の通行部

分の分離が困難な路線において、自転車の徐行を促す路面表示等の設置を行い、歩行者

の安全性の確保を図る 

・自転車の徐行を促す路面表示は、原則、背景白色、文字深緑色とし、字体は、ヒラギ

ノUD角ゴシックW5とする 

（青葉通など、景観に配慮が必要な路線に設置する場合は、「仙台市歩行者系案内誘導

サイン等基本方針」に基づく色彩とし、所管課と協議する  例：青葉通 茄子紺色） 

・設置位置については、「歩行者系案内誘導サイン等の整備に係る庁内調整に関する要

綱」に基づき所管課と協議する 

・自転車歩行者道への路面表示設置と併せて、車道走行を促すよう「３．（3）車道混

在」の整備についても検討する 

 

   

 

 

【図４-２】自転車歩行者道（ゆっくり走行）【徐行】の整備イメージ 

（ゆっくり走行） 

自転車歩行者道 
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0.8m 

【図４-３】徐行を促す路面表示 

標準（深緑色） 

【写真 4-3】自転車の徐行を促す路面表示設置イメージ 

          （国道 48 号） 

0.6m 

青葉通（茄子紺色） 
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【降車】 

・歩行者交通量が特に多く、自転車と歩行者等の事故の危険性が高い箇所等において

は、降車を促す路面表示等を設置し、マナー向上によって安全性を確保する 

・降車の路面表示は、原則、背景白色、文字深緑色とし、字体は、ヒラギノUD角ゴシ

ックW5とする 

（青葉通など、景観に配慮が必要な路線に設置する場合は、「仙台市歩行者系案内誘導

サイン等基本方針」に基づく色彩とし、所管課と協議する  例：青葉通 茄子紺色） 

・設置位置については、「歩行者系案内誘導サイン等の整備に係る庁内調整に関する要

綱」に基づき所管課と協議する 

・自転車歩行者道への路面表示設置と併せて、車道走行を促すよう「３．（3）車道混

在」の整備についても検討する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
【図４-４】自転車歩行者道（ゆっくり走行）【降車】の整備イメージ 

【写真 4-4】歩行者交通量が特に多い路線の例 

（市道愛宕上杉通 2 号線） 

【写真 4-5】歩行者交通量が特に多い路線への 

自転車の降車を促す路面表示設置イメージ 

     （国道 286 号と中央通りの交差点） 

 

 

 

 
 

自転車歩行者道 

（ゆっくり走行） 

自転車歩行者道 

（ゆっくり走行） 
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附則 

   この基準は、平成 29 年 4 月 1 日から実施する。 

 

附則（平成 29 年 12 月 25 日改正） 

   この改正は、平成 30 年 1 月 1 日から実施する。 

 

附則（平成 30 年 12 月 25 日改正） 

   この改正は、平成 31 年 1 月 1 日から実施する。 

 

附則（令和 2 年 4月 30 日改正） 

   この改正は、令和 2 年 5 月 1日から実施する。 

 

附則（令和 3 年 3月 29 日改正） 

   この改正は、令和 3 年 4 月 1日から実施する。 

 

 

 

 

 

 

【図４-５】降車を促す路面表示 

0.8m 

標準（深緑色） 青葉通（茄子紺色） 

  

0.6m 
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５. 参考資料 1 

〇「自転車通行帯に関する道路構造令の改正の概要等について」 
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６. 参考資料 2 

 

 

 

○自転車走行空間における法定標識及び標示　※「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（昭和35年12月17日総理府・建設省令第三号）」に基づく

整備手法 標識及び標示の種類
規制標識/
規制標示

番号 設置主体 標示する意味 設置場所 様式

自転車道であること。 自転車道の前面または自転車道内の必要な地点

道路法第48条の14第2項に規定する自転車専用道路であること。 自転車専用道路の入口その他必要な場所の路端

公安委員会

交通法第8条第1項の道路標識により、普通自転車(交通法第63条の3に規定するものを
いう。)以外の車両及び歩行者の通行を禁止すること。

普通自転車以外の車両及び歩行者の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又
は道路の区間若しくは場所内の必要な地点

道路管理者

道路法第46条第1項の規定に基づき、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする自転
車の通行を禁止すること。

一定の方向にする自転車の通行を禁止する歩道、自転車道又は自転車歩行者道の区間
の入口及び歩道、自転車道又は自転車歩行者道の区間内の必要な地点における路端

公安委員会

交通法第8条第1項の道路標識により、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする自転
車の通行を禁止すること。

一定の方向にする自転車の通行を禁止する歩道又は自転車道の区間の入口及び歩道又
は自転車道の区間内の必要な地点における路端

専用通行帯 規制標識 （327の4） 公安委員会

交通法第20条第2項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、特定
の車両が通行しなければならない車両通行帯を指定し、かつ、他の車両（当該特定の
車両が普通自転車である場合にあつては軽車両を除き、当該特定の車両が普通自転車
以外の車両である場合にあつては小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除
く。）が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指
定すること。

専用通行帯の前面及び専用通行帯内の必要な地点

普通自転車専用通行帯 規制標識 （327の4の2） 公安委員会

交通法第20条第2項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、普通
自転車が通行しなければならない車両通行帯を指定し、かつ、軽車両以外の車両が通
行しなければならない車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指
定すること。

普通自転車専用通行帯の前面及び普通自転車専用通行帯内の必要な地点における左側
の路端

専用通行帯 規制標示 （109の6） 公安委員会

交通法第20条第2項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、特定
の車両が通行しなければならない車両通行帯を指定し、かつ、他の車両(当該特定の
車両が普通自転車である場合にあつては軽車両を除き、当該特定の車両が普通自転車
以外の車両である場合にあつては小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除
く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指
定すること。

専用通行帯の前面及び専用通行帯内の必要な地点

道路管理者
道路法第48条の14第2項に規定する自転車歩行者専用道路であること。 自転車歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端

交通法第8条第1項の道路標識により、普通自転車以外の車両の通行を禁止すること。 普通自転車以外の車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区
間若しくは場所内の必要な地点

交通法第63条の4第1項第1号の道路標識により、普通自転車が歩道を通行することが
できることとすること。

普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間の前面又は道路の区
間内の必要な地点

普通自転車歩道通行可 規制標示 （114の2） 公安委員会

交通法第63条の4第1項第1号の道路標示により、普通自転車が歩道を通行することが
できることとすること。

普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間内の必要な地点

普通自転車の歩道通行部分 規制標示 （114の3） 公安委員会

交通法第63条の4第1項第1号の道路標示により、普通自転車が歩道を通行することが
できることとし、かつ、同条第二項の道路標示により、普通自転車が歩道を通行する
場合において、通行すべき歩道の部分を指定すること。

普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、通行すべき部分として指
定する歩道の区間又は場所

自転車専用通行帯
（自転車レーン）

○道路法
・第46条第1項
　道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
　　一 　道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合
　　二 　道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
・第48条の14第2項
　道路等の管理者は、道路等を前条第一項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分（「自転車専用道路」という。）、同条第二項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分（「自転車歩行者専用道路」という。）又は同条第三項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部
分（「歩行者専用道路」という。）（これらを「自転車専用道路等」と総称する。）と交差させようとする場合においては、当該自転車専用道路等の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。

○道路交通法
・第8条第1項
　歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
・第20条第2項
　車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
・第63条の4第1項
　普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
　　一　道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。

（326の2-A・B）

規制標識

自転車歩行者道

自転車道

自転車専用 規制標識

自転車一方通行
（一方通行規制の場合に限る）

（325の2）

道路管理者

（325の3）

公安委員会

規制標識

自転車及び歩行者専用


